
－１－ 

                       

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 宮原運動公園 

所 在 地 宇都宮市陽南４丁目５番６号 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和３６年９月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活

の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

・ 野球場，庭球場 

・ 遊具広場 

・ 公園など敷地内の草木管理 

開 館 時 間 

【４月１０日～１１月３０日】 

《野球場》午前９時から午後５時まで 

《庭球場》午前９時から午後９時３０分まで 

【１２月１日～４月９日】 

午前９時から午後５時まで 

 

休 館 日 
毎週水曜日（祝祭日の場合はその翌日，５月１日～１０月３１日は無休）， 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） １９，３４７千円 

使用料（利用料金）収入 ４，７４６千円 

利用者数（のべ人数）  ２４，３０４人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造１階建て（管理事務所） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
５０，７０４㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
２９８.４５㎡（管理事務所） 



－２－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

野球場（１面）R5 完成予定 約１３，０００㎡ 

庭球場（６面） ４，４３４㎡ 

  

  

   

  

  

  

  

   

そ の 他 

特 記 事 項 

・ 野球場は令和５年度に完成予定（ナイター照明なし） 

・ 公園東側は，令和６年度に駐車場等の改修工事を計画（施設休館なし） 

・ 宇都宮市公園条例第４１条に基づく利用料金減免の内容は下表のとおり(過

去３年間) 

年度 利用者区分 件 数 減免額 

令和元年度 障がい者，介助者 １６件 ２４千円

令和２年度 障がい者，介助者 １５件 ５８千円

令和３年度 障がい者，介助者 ２６件 ２４千円

合 計（過去３年度） ５７件 １０６千円
 

 
 



－３－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 駒生運動公園 

所 在 地 宇都宮市鶴田町３６６９番地 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和４０年１１月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活

の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

野球場 

 

開 館 時 間 

【４月１０日～１１月３０日】 

午前９時から午後９時３０分まで 

【１２月１日～４月９日】 

午前９時～午後５時 

 

休 館 日 
毎週木曜日（祝祭日の場合はその翌日，５／１～１０／３１は無休）， 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） １５，３２１千円 

使用料（利用料金）収入 ２，７７８千円 

利用者数（のべ人数）  １１，６２９人 

施 設 構 造  

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
３７，４６４㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
 



－４－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

野球場（２面）  ２３，６５５㎡ 

  

  

  

   

  

  

  

  

   

そ の 他 

特 記 事 項 

・ 宇都宮市公園条例第４１条に基づく利用料金減免の内容は下表のとおり(過

去３年間) 

年度 利用者区分 件 数 減免額 

令和元年度 障がい者，介助者 ０件 ０千円

令和２年度 障がい者，介助者 ０件 ０千円

令和３年度 障がい者，介助者 ０件 ０千円

合 計（過去３年度） ０件 ０千円
 

 
 



－５－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 宇都宮駅東公園プール 

所 在 地 宇都宮市元今泉５丁目３番１９号 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和５０年７月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活

の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

・ 屋外プール 

・ ３ｘ３コート 

  ・ 敷地内の草木管理 

開 館 時 間 
７月１日～８月３１日 

午前９時から午後５時まで 

休 館 日 開館期間中無休 

現在の指定管理者 株式会社オーエンス 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額）

４８，５９４千円 

（スケートセンター含む） 

使用料（利用料金）収入 １，３３４千円 

利用者数（のべ人数）  ８，２４５人  

施 設 構 造  

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
２０，０１４㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
 

 
 



－６－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

２５ｍ ４５０㎡ 

５０ｍ １，２５０㎡ 

子供用プール ３９１㎡ 

幼児用プール ４６７㎡ 

幼児用プール  ２０㎡ 

３ｘ３コート（プール外側） バスケットゴール１基 

  

  

  

   

そ の 他 

特 記 事 項 

・ 今後のプールのあり方について検討中 

・ 市内に居住又は通学する高校生以下の者がプールを使用する場合は無料 

・ 宇都宮市体育施設条例第１５条，宇都宮市公園条例第４１条に基づく利用料

金減免の内容は下表のとおり(過去３年間) 

年度 利用者区分 件 数 減免額 

令和元年度 

障がい者，介助者 １,３２２件 ７２９千円

学校教育活動 ６２件 １,３６３千円

小 計 １,３８４件 ２,０９２千円

令和２年度 

障がい者，介助者 ７９３件 ４１５千円

学校教育活動 ６７件 １,４５３千円

小 計 ８６０件 １,８６８千円

令和３年度 

障がい者，介助者 ５１５件 ３３７千円

学校教育活動 ７０件 １,４９３千円

小 計 ５８５件 １,８３０千円

合 計（過去３年度） ２,８２９件 ５,７９０千円

 ※ ２施設分（駅東公園プール，スケートセンター） 

 
 



－７－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 宇都宮市スケートセンター 

所 在 地 宇都宮市城南３丁目１５番３２号 

根拠条例等 
宇都宮市体育施設条例（昭和６２年条例第２０号） 

宇都宮市体育施設条例施行規則（昭和６２年規則第６号） 

設置年月日 平成６年１１月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活

の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

・ スケートリンク 

・ 屋内運動競技場（夏季） 

・ 敷地内の草木管理 

開 館 時 間 午前９時から午後９時まで 

休 館 日 
毎週水曜日（祝祭日の場合はその翌日）， 

１２月１日～３月３１日は無休（年末年始【１２月３０日～１月１日】は除く） 

現在の指定管理者 株式会社オーエンス 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） 宇都宮駅東公園プール参照 

使用料（利用料金）収入 ２１，６７５千円 

利用者数（のべ人数）  ４３，６３３人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造２階建て 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
１１，５４９㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
４，１５７㎡ 

 
 



－８－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

リンク 

（夏季は屋内運動競技場） 
１，８００㎡ 

  

  

  

   

  

  

  

  

   

そ の 他 

特 記 事 項 

・ 令和６年度に天井改修・空調設置などの改修工事を計画（休館期間：未定）

・ 市内に居住又は通学する高校生以下の者がスケートリンクを使用する場合は

無料（貸し靴は有料） 

・ 市民の日（４／１）は，全ての利用者が無料（貸し靴は有料） 

・ 宇都宮市体育施設条例第１５条，宇都宮市公園条例第４１条に基づく利用料

金減免（宇都宮駅東公園プール参照） 

 



－９－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 宇都宮市弓道場 

所 在 地 宇都宮市屋板町２３１番地１ 

根拠条例等 
宇都宮市体育施設条例（昭和６２年条例第２０号） 

宇都宮市体育施設条例施行規則（昭和６２年規則第６号） 

設置年月日 平成４年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活

の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

弓道場 

開 館 時 間 午前９時から午後９時まで 

休 館 日 毎週月曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日） 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） １０，５８２千円 

使用料（利用料金）収入 ２，１４７千円 

利用者数（のべ人数）  １３，７６３人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 

５８，４９５㎡ 

(屋板運動場内) 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
７２８㎡ 

 
 



－１０－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

弓道場（１０人立） ８９０㎡ 

  

  

  

   

  

  

  

  

   

そ の 他 

特 記 事 項 

・ 宇都宮市体育施設条例第１５条に基づく利用料金減免の内容は下表のとおり

(過去３年間) 

年度 利用者区分 件 数 減免額 

令和元年度 障がい者，介助者 ４３件 ２２千円

令和２年度 障がい者，介助者 ２件 １千円

令和３年度 障がい者，介助者 ２件 １千円

合 計（過去３年度） ４７件 ２４千円
 

 
 



－１１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 宇都宮市屋板運動場 

所 在 地 宇都宮市屋板町２３１番地１ 

根拠条例等 
宇都宮市体育施設条例（昭和６２年条例第２０号） 

宇都宮市体育施設条例施行規則（昭和６２年規則第６号） 

設置年月日 昭和６２年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活

の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

・ 運動広場 

・ 庭球場 

・ クラブハウス 

・ 敷地内の草木管理 

開 館 時 間 午前９時から午後９時３０分まで 

休 館 日 
毎週月曜日（祝祭日の場合はその翌日，５月１日～１０月３１日は無休）， 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） １７，８８４千円 

使用料（利用料金）収入 １７，３５０千円 

利用者数（のべ人数）  ８６，９９４人 

施 設 構 造  

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
５８，４９５㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ）
 

 
 



－１２－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

運動広場  １７，３４８㎡ 

庭球場（１５面） １４，３０５㎡ 

クラブハウス ３０２㎡ 

  

   

  

  

  

  

   

そ の 他 

特 記 事 項 

・ 宇都宮市体育施設条例第１５条に基づく利用料金減免の内容は下表のとおり

(過去３年間) 

年度 利用者区分 件 数 減免額 

令和元年度 障がい者，介助者 ２２９件 ２１４千円

令和２年度 障がい者，介助者 １７９件 １４８千円

令和３年度 障がい者，介助者 ２５０件 ２０６千円

合 計（過去３年度） ６５８件 ５６８千円
 

 
 


